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健康局及び保険局における特定健診・保健指導に関する検討会のとりまとめ内容について 

項目 

【健診・保健指導の在り方に関する検討会（健康局）】 

今後の特定健診・保健指導の在り方について（健診・保健指導の在

り方に関する検討会中間とりまとめ）＜平成 24 年 4 月 13 日＞ 

【保険者による健診・保健指導等に関する検討会（保険局）】 

第二期特定健康診査等実施計画期間に向けての特定健診・保健

指導の実施について（とりまとめ）＜平成 24 年 7 月 13 日＞ 

腹囲の基準 ○ これまでの研究から、内臓脂肪型肥満に着目した現行制度の

下、腹囲を第一基準とした階層化によって選別された対象者へ

の特定保健指導が生活習慣改善の効果をあげている可能性があ

ることが分かった。  

○ 一方で①循環器疾患の発症リスク、②健診受診率の向上、③

国際的な動向といった観点から、現在の特定健診・保健指導の

枠組み、特に、腹囲を特定保健指導対象者を選別するための第

一基準として用いていることに関し、早急な見直しを求める意

見も含めて様々な意見が出された。  

○ しかしながら、知見やデータの蓄積等の状況が、内臓脂肪型

肥満に着目した特定健診・保健指導制度の枠組みを方向変換す

るといった明瞭な結論づけを行うには不十分であることから、

今後、腹囲基準を含めた制度の在り方について、国際的な動向

も踏まえた上で、客観的なデータや明確な知見に基づいた議論

が行えるよう、データの蓄積を進めるとともに、計画的に研究・

調査を行う必要がある。 

○ 現行では特定保健指導の対象となっていない非肥満者につい

て、保健指導等の何らかの対応が必要との意見があった。一方

で、法的な義務を負った事業として内臓脂肪型肥満への対策を

考えると、特定保健指導対象者選定の第一基準である腹囲は堅

持していくべき、といった意見や、自ら測ることができる腹囲

基準は国民運動としての観点からも重要、といった意見もあっ

た。  

○ また、科学的な見地からの検討を行った「健診・保健指導の

在り方に関する検討会」においても、腹囲基準を含めた現行制

度の在り方について議論するためには、まずはエビデンスの蓄

積等を行うこととされた。  

○ こうしたことから、腹囲を、特定保健指導対象者選定の第一

基準とすることの適否については、別途、科学的な見地からの

検討を待った上で、改めて検討することとし、第二期特定健診

等実施計画の期間においては、保険者による特定健診・保健指

導としては、生活習慣病の要因としての内臓脂肪型肥満に着目

した現行の特定保健指導対象者選定の基準を維持することとす

る。 
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今後の特定健診・保健指導の在り方について（健診・保健指導の在

り方に関する検討会中間とりまとめ）＜平成 24 年 4 月 13 日＞ 

【保険者による健診・保健指導等に関する検討会（保険局）】 

第二期特定健康診査等実施計画期間に向けての特定健診・保健
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特定保健指導

非対象者への

対応 

 

○ 現在特定保健指導の対象となっていない者への個々のリスク

（血圧、血糖、脂質、喫煙）に着目した対応の必要性について

検討会で共通認識が得られたことを踏まえ、当面の方策として、

対応すべきリスクを放置してはならないとの認識の下、特定保

健指導の非対象者への対応が一定の考え方に沿って適切に行わ

れるよう、できる限りの定型化を図った上で、これを指針とし

て標準プログラムに示す。  

○ 具体的には、各学会のガイドライン等に基づいて、健診結果

に基づくリスクの大きさも勘案して整理した表を参考として盛

り込むとともに、次のような考え方を示す。  

・ 医療保険者、事業者、市町村等は、特定保健指導の対象とな

らない者についても、各ガイドラインや別表を参考にして、

保健指導の実施や医療機関に確実に受診させるなど、健診で

明らかとなった対応すべきリスクの程度に応じて、きめ細か

く適切な対応を行う。  

○ なお、表については、別途有識者による検討を行うものとす

る。 

○ 非肥満でリスク（血圧、血糖及び脂質が基準値を超えている

こと並びに喫煙歴があることを指す。以下同じ）がある者につ

いては、その態様に応じて保健指導を行う必要性や特に非肥満

で受診勧奨判定値以上の者に適切に健診結果の情報提供を行う

ことの重要性をしっかり意識するべき、といった意見があった。

一方で、保険者の事業として行う場合には、保健指導の定型化

されたプログラムの策定が必要との意見もあった。 

○ 保険者の取組みとしては、腹囲を基準としたリスクのある者

への対応が重要であるが、一方で、特定保健指導対象とならな

いがリスクのある者への対応の必要性も認められるところであ

る。こうした者への対応は、特定保健指導とはしないものの、

保健指導の標準的な方法や医療機関への受診勧奨などの望まし

い措置について記載される見込みである「標準的な健診・保健

指導プログラム」（以下「標準プログラム」という。）の内容に

ついて関係者への周知に努めることとする。 

情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

○ 健診受診者に対する、いわゆる「情報提供」の実施方法や支

援内容については、現在も標準プログラムで考え方が示されて

いるものの、保険者によっては画一的な健診結果の提供のみに

終わっているものもあるとの指摘も踏まえ、標準プログラムに

おいて情報提供の重要性を強調するとともに、医療保険者等に

具体的な取組みの例を示す。  

○ すなわち、情報提供については、対象者に対して健診結果に

基づいた生活習慣の改善についての意識づけを行うこと、医療

機関への受診や継続治療が必要な対象者には受診や服薬の重要

性を認識させること、健診受診者全員に対し継続的に健診を受

診する必要性を認識させることなどの目的を有することを再認

識させると共に、これらを満たす内容であるべきことを示す。 

○ 特定健診の受診者全体に対して行う情報提供については、特

定健診受診者が自らの健康状態を把握し、生活習慣を改善又は

維持していくことの利点を感じ、動機付けの契機となるよう、

よりきめ細かな情報提供が保険者からなされることが必要。こ

のため保険者等における好事例を調査し、その知見を他の保険

者において共有できるようにするとともに、その考え方につい

て、手引きの見直しを行い、周知に努める。その他、特定健診・

保健指導の実施率を向上させるための方策についても好事例を

調査し、周知に努める。  
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項目 
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今後の特定健診・保健指導の在り方について（健診・保健指導の在

り方に関する検討会中間とりまとめ）＜平成 24 年 4 月 13 日＞ 
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受診勧奨の徹

底 

○ 標準プログラムでは、医療機関への未受診者や治療中断者に

対して受診や治療継続の必要性を指導することの重要性につい

て示しているが、さらに、受診勧奨後の医療機関への受診状況

の確認を含めて指導を徹底し、必要な対象者を確実に医療につ

なぐことが重要であることを示す。  

○ 特に、現在特定保健指導の対象とならない者のうち、受診勧

奨レベルにある者に対しては、医療機関への受療行動に確実に

結びつくような情報提供が必要であることから、通知等の送付

だけにとどめるのではなく、面接等により受診を促すこと、ま

たその後の受診確認を行い、必要に応じて継続的に支援するこ

とが重要であることの考え方も示す。 

○ 特定健診の結果、受診勧奨判定値以上の者については、医療

機関への適切な受診勧奨がなされることが必要であることか

ら、今後、標準プログラムに記されることとなる医療機関への

受診勧奨の考え方などを踏まえ、手引き等を見直した上で、関

係者への周知に努める。 

健診項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 特定健診の健診項目として、血清クレアチニン検査を追加す

ることが望ましいとの結論に至ったことを踏まえ、どのような

対応が可能か、今後、国において、特定健診の実施主体たる保

険者などとの協議調整に努めることを求めるものとする。  

○ また、あわせて、尿蛋白に加えて血清クレアチニン検査を行

うことによる心血管イベント抑制・人工透析低減・国民医療費

抑制等の効果、血清クレアチニン検査における保健指導判定値、

受診勧奨値、保健指導を行う上での留意点等、尿蛋白検査に係

る受診勧奨値・保健指導値の設定の要否等についても更に検討

していく。 

○ CKD（慢性腎臓病）の病期の状況把握といった医学的な見地か

らなされた検討の結果は、血清クレアチニン検査を、健診項目

として追加することが望ましいとの内容であったが、保険者の

事業としての観点からは、内臓脂肪型肥満との関連性や特定保

健指導による改善可能性、事業主健診に盛り込まれるか否か、

といった点が課題として提示された。  

○ これらを踏まえ、血清クレアチニン検査の有用性については、

「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」

（以下「手引き」という。）等で周知を図るとともに、特定健診

の項目に加えるか否かについては、上記の課題への対応状況を

踏まえ、将来、第三期特定健診等実施計画の計画期間の初年度

である平成 30年度に向けて、関係者との調整を行い、特定健診

受診の翌年に必要に応じて受診する特定健診の詳細健診の項目

とすることも含め、改めて検討する。 
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り方に関する検討会中間とりまとめ）＜平成 24 年 4 月 13 日＞ 
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ポイント制 ○ 積極的支援における３ヶ月以上の継続的な支援についてはポ

イント制を維持する。 

○ 保健指導の柔軟性を高めるために、支援Ａ(160ポイント以

上)、支援Ｂ(20ポイント以上)を必須とし合計 180ポイント以上

としている取扱いについては、支援Ｂは励ましや共感として重

要な支援であることを踏まえつつ、支援Ｂを必須条件から外し、

支援Ａのみで 180ポイントを達成してもよいこととする。 

○ また、保健指導のさまざまな手法について、事例集や研修を

通して周知を図るとともに、今後も引き続き、特定保健指導と

ポイント制の効果についての検証を行い、ポピュレーションア

プローチの効果を含めたアウトカム評価の可能性などについて

検討を行うこととする。 

○ 特定保健指導を実施する現場の創意工夫をより重視する観点

から、積極的支援について、現行の１８０ポイントのポイント

制は維持することとした上で、現在、支援 A（計画の進捗状況の

確認等）と支援 B（励ましや賞賛）に分かれているプログ-ラム

について、支援 Aのみで１８０ポイントを達成してもよいこと

とする。また、今後、特定保健指導の効果についてエビデンス

を蓄積した上で、成果に着目した評価の可能性も含め、将来的

な在り方を検討していく。 

初回面接者と

６か月後に評

価を行う者と

の同一性 

 

 

 

○ 対象者との信頼関係の形成や保健指導のプロセス評価等の観

点から、初回面接と６ヶ月後の評価は同一者とすることを原則

とする考えを示した上で、保健指導実施者間で十分に情報共有

ができ、チーム・組織としての統一的な評価方法が構築されて

いるなどの環境が整備されている場合には、初回面接を行った

者以外の者が評価を行ってもよいこととする。 

○ 特定保健指導の実施率向上の観点から、健診受診日に初回面

接を開始することを推進するために初回面接者と６ヶ月後評価

者が同一人でない場合を認めることも有効と考えられる。  

○ この実施にあたっては、チーム・組織としての統一的な評価

方法が確保されていることが必要なため、基本的には同一機関

内において、十分な情報共有が行われているなどの一定の要件

の下に、初回面接と６ヶ月後の評価は同一者でなくてもよいこ

ととし、情報共有の方法等については、今後、実務担当者によ

るワーキンググループで検討を行うこととする。 

血圧・喫煙の

リスクに着目

した初回面接

の在り方 

○ 血圧、喫煙は循環器疾患の発症リスクとして重要であること

から、健診当日からの対応を含め、特定保健指導における取組

を強化する。 

○ また、血圧、喫煙に対する保健指導を充実させることと併せ、

保健指導の効果的・効率的な実施の観点から、これまでにすで

に特定保健指導を受けた経験がある者の２年目以降の初回面接

についての考え方を見直すこととする。 

○ 原則として特定保健指導を保険者が直営で行っている場合に

ついて、健診受診日に血液検査の結果がない２年目の特定保健

指導対象者（前年度の特定保健指導利用者であって、当該年度

に継続して特定保健指導対象者となった者）への特定保健指導

の実施について、一定の柔軟化を行うこととし、その実施方法

の詳細については、実務担当者によるワーキンググループにお

いて検討を行うこととする。 

 


